国民森林会議　平成16年度提言書要旨
森林・林業・木材利用の担い手
　2001年の秋に「森林・林業基本法」が制定され、それに基づき「森林・林業基本計画」が閣議決定された。国民森林会議は、基本計画の今後の見直しと改定に向けて、2002年度から3年計画で提言書を作成している。最終年度の今年度は、1年目の「森林の機能と施業」、2年目の「木材の利用」についての提言書を踏まえて、「森林・林業・木材利用の担い手」について提言する。
　われわれが目指すべき社会は持続可能な循環型の社会であり、森林との付き合い方もその視点に立つものでなければならない。森林は多様な機能を有しているが、それを大きく分けると、「環境保全機能」（環境林）と「生産機能」（生産林）に分けられ、これらとは一部重複するかたちで地域住民の生活と密着したかつての里山のような「生活支援機能」（里山林と仮称）も区別できる。環境林は生物多様性や水土保全機能を重視し、生産林は木材生産を重視して取り扱うものであり、里山林は、身近な環境保全や生産機能と共に保健文化や教育など社会・文化的機能も同時的に求められるものである。
　森林林業基本計画において、森林の３機能の区分がなされているが、その区分の根拠は明確に示されておらずあいまいである。機能区分された森林については、森林生態系の理論と社会的ニーズからそれぞれの目標林型を定めて、それに応じた適切な施業や管理が必要である。環境林の目標林型の主体は老齢段階の天然林（一般に混交複層林である）であり、それは自然のメカニズムで最も低コストで高い機能を発揮する。生産林の目標林型の主体は成熟段階の人工林であり、それは小面積皆伐の長伐期施業、非皆伐の複層林施業（群状、帯状、単木択伐林施業）、混交林施業（複層林施業と関連）などによって回転させていくものである。これら機能目標の明白な森林を適正に配置して、メリハリをつけた管理と施業を行っていくことが、持続性と費用対効果の上から重要なことである。このことは厳しい外材との競争に対峙すべき条件づくりにおいても非常に重要なことである。里山林は、何のために誰がどのように管理していくかが必ずしも明白にできていない状態にあり、その目標林型の設定は今後に委ねられるが、目標林型には多様性があるものと思われる。
　環境林の担い手の主体は公的組織であるが、今後は森林生態系の高い知識を有するNPOの果たす役割も期待される。生産林の担い手としては、もはや家族経営の林業には多くを望めず、小規模林家から施業や経営の委託を受けて、まとまりのある経営に取り組んでいける森林組合などの事業体が重要である。経営と技術力に優れた森林組合の再生、そのための優れた経営者と技術者・技能者の育成確保が重要である。会社組織も含めて大規模森林保有者についても同じことがいえる。今後は素材生産業者の森林育成部門に関する知識と技術も必要となる。川上から川下への連携に果たすNPOの役割も重要になる。里山林の担い手は、本来はその地域の住民（特に農民）である。だが経済構造や生活様式の変化から、里山林の担い手をどうするかは、今後の重要な課題である。
　安定した木材供給の維持を含め、流域全体の森林の多面的機能を最大限に発揮させるために、森林管理に関わる基本方針について検討し、利害関係を調整し、木材の長期的需給の見通しを立て、その結果を地方自治体が作る森林整備計画に反映させていくことが重要であり、その役割を果たす流域森林管理委員会の創設を提案したい。流域森林管理委員会は、森林保有者、流域住民、流通加工業者、住宅建築業者、消費者のそれぞれを代表する関係者により構成されるものである。
　戦後積極的に造成したが、現在放置されたままの針葉樹人工林の手当て、それと関連した国産材不振の打開、農山村崩壊の防止は、現在直面している最大の課題である。そのために、川上（生産者）から川下（消費者）までの流域全体を通して、国産材の利用推進と担い手を考えなければならない。国産針葉樹材は、輸入針葉樹材に比べて腐朽しにくく、国産材は多少高くついてもそれは建築費の１％程度に過ぎず、長寿命の家と持続可能な社会の構築に照らしてどちらが好ましいか、などをもっと消費者に伝えていくべきである。消費者は最大の担い手であるとの認識が重要である。また消費者までの流通過程の合理化を図り、消費者が国産材を使いやすい条件整備が必要である。
　日本の自然と文化にマッチした美しい街づくりと、木材利用の振興とを結び付けて考えていくことが大切である。そのためには長寿命の家が必要であり、総じて腐朽に強い国産材の評価がなされるべきである。地球環境保全の視点から、二次加工されていない材の利用が好ましいが、木材需要の拡大からは、大手住宅メーカーを中心とした二次加工材に合わせて、それに向けた材を必要なロットにまとめてコンスタントに供給できるようにしていく必要もある。一方、地域産材の特性を活かす地域の工務店に向けて、無垢材（非二次加工材）を安定的に供給していくことも必要である。補修、改修のしやすい伝統的軸組工法の家は、長寿命の家づくりに適しており、そのために地域の工務店は職人（技能者）の確保を重視すべきである。
　しかし職人の作業に多くを依存する工法は長い工期を必要とし、そのハンディを少なくするために、プレカット工法を採り入れるなど、伝統的軸組み工法においても合理的な技術を取り入れ、求められる性能に応えていく必要がある。今後は大資本による規格型の住宅供給と、地域資本の個別対応型の住宅供給の二つの流れに合わせて木材の供給を図っていく必要がある。今後推進されるべき長伐期・複層林・混交林施業から供給されてくる材は多様なサイズや質のものであり、それらをラミナ材や非二次加工材にいかに合理的に仕分け、それぞれのロットをまとめるかが重要である。そのために、自動選木機の活用、各種機能を備えたストックヤードの設置、IT技術の活用などの新たなシステムを求めていくことが必要になる。ストックヤードによる需給調整や資金調達のシステムができれば、市場の動向にかかわらず林家は間伐などの適正な施業がしやすくなる。
　国際的な木材の取引の合意形成も必要である。違法伐採などの、持続可能な森林管理の考えに明らかに反するものに対しては、国際法や国内法を早急に整備して対応していかなければならない。それが整備されていない現状にあっても、森林原則声明に則った森林認証の普及など国境措置や国内措置を進めることは、持続可能な森林管理のために不可欠なことである。
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